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◇
秋
田
県
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
四
号
）

１

秋
田
県
仙
北
福
祉
事
務
所
を
秋
田
県
南
福
祉
事
務
所
に
統
合
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関

係
）

２

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五

五
号
）

１

任
命
権
者
は
、
職
員
を
次
の
業
務
等
に
期
間
を
限
っ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
公
務
の
能
率
的
運

営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
職
員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

（一）

一
定
の
期
間
内
に
終
了
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
業
務

（二）

一
定
の
期
間
内
に
限
り
業
務
量
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
業
務

２

任
命
権
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
短
時
間
勤
務
職
員
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と

が
公
務
の
能
率
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
を
任
期

を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
）

（一）

１
（一）
又
は
（二）
の
業
務
に
従
事
す
る
場
合

（二）

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
時
間
の
延
長
又
は
繁
忙
時
に
お
け
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
充

実
等
の
た
め
必
要
な
場
合

（三）

修
学
部
分
休
業
等
の
承
認
を
受
け
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
必
要
な
場
合

３

１
又
は
２
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
任
期
付
職
員
の
任
期
の
特
例
及
び
号
級
の
決
定
の
特
例
そ
の
他

給
与
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
及
び
第
九
条
〜
第
一
一
条
関
係
）

４

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
二
号
）
ほ
か
三
条

例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
六
号
）

１

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
八
年
秋
田
県
条
例
第
六
三
号
）
の
一
部
改
正
（
第
一

条
に
よ
る
改
正
）

（一）

外
国
へ
の
出
張
に
つ
い
て
支
給
す
る
支
度
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
六
条
、
第
三

六
条
及
び
別
表
第
四
関
係
）

（二）

外
国
へ
の
出
張
に
伴
う
雑
費
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
費
額

を
旅
行
雑
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
八
条
関
係
）

２

県
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
〇

号
）
及
び
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
三
号
）

の
規
定
に
よ
る
旅
費
に
つ
い
て
１
と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
及
び
第
三

条
に
よ
る
改
正
）

３

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
退
職
年
金
等
お
よ
び
退
職
一
時
金
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県

条
例
第
五
七
号
）

１

退
職
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
未
支
給
金
に
つ
い
て
、
当
該
未
支
給
金
を
受
け
る
権

利
を
有
す
る
同
順
位
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
人
が
し
た
請
求
及
び
そ
の
一
人
に
対

し
て
し
た
支
給
は
、
全
員
の
た
め
そ
の
全
額
に
つ
き
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。
（
第
二

四
条
関
係
）

２

退
職
年
金
又
は
遺
族
年
金
で
、
退
職
一
時
金
又
は
遺
族
一
時
金
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
一
定
額

を
控
除
し
た
額
を
も
っ
て
そ
の
年
額
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
平
成
一
七
年
四
月
分
以
降

は
、
当
該
控
除
を
し
な
い
額
を
も
っ
て
そ
の
年
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
七
項
関
係
）

３

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
八
号
）

１

県
民
税

（一）

証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
で
上
場
等
の
日
に
お
い
て
所
有
期
間
が
三
年
を
超
え

る
株
式
を
同
日
以
後
一
年
以
内
に
証
券
業
者
へ
の
売
委
託
等
に
よ
り
譲
渡
を
し
た
場
合
の
当
該

譲
渡
に
よ
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則

第
一
二
条
の
二
関
係
）

（二）

特
定
管
理
株
式
が
株
式
と
し
て
の
価
値
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
場
合
と
す
る

一
定
の
事
実
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
は
当
該
特
定
管
理
株
式
の
譲

渡
を
し
た
こ
と
と
、
当
該
損
失
の
金
額
は
当
該
特
定
管
理
株
式
の
譲
渡
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生

じ
た
損
失
の
金
額
と
み
な
し
て
、
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
を
適
用
す
る
こ

◇
◇ 

◇
◇ 

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し
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と
と
し
た
。
（
附
則
第
一
二
条
の
二
の
二
関
係
）

（三）

平
成
一
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
定
率
に
よ
る
税
額
控
除
の
額
を
、
所
得
割
の
一
〇
〇
分
の

七
・
五
（
現
行
一
〇
〇
分
の
一
五
）
に
相
当
す
る
金
額
（
市
町
村
民
税
と
併
せ
て
最
高
二
万
円

（
現
行
四
万
円
）
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
二
五
条
関
係
）

（四）

年
齢
六
五
歳
以
上
で
所
得
金
額
が
一
定
の
額
以
下
の
者
に
係
る
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
激
変
緩
和
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
一
二
条
の
六

及
び
附
則
第
一
二
条
の
七
関
係
）

（１）

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
一
二
五
万
円
以
下
で
、
平
成
一
七
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て

年
齢
六
五
歳
以
上
で
あ
っ
た
者
に
係
る
均
等
割
の
税
率
は
、
平
成
一
八
年
度
分
に
あ
っ
て
は

三
〇
〇
円
、
平
成
一
九
年
度
分
に
あ
っ
て
は
六
〇
〇
円
と
す
る
。

（２）

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
一
二
五
万
円
以
下
で
、
平
成
一
七
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て

年
齢
六
五
歳
以
上
で
あ
っ
た
者
の
所
得
割
に
つ
い
て
は
、
所
得
割
の
額
か
ら
平
成
一
八
年
度

分
に
あ
っ
て
は
当
該
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
一
九
年
度
分
に
あ
っ
て
は
当

該
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
す
る
。

２

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
保
存
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
、
当
該
書
類
に
記
載
さ

れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
当
該
書
類
の
保
存

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
九
五
条
関
係
）

３

自
動
車
税

賦
課
期
日
後
に
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
他
の
都
道
府
県
か
ら
県
内
に
変
更
さ
れ
た
場
合
は

当
該
年
度
の
末
日
に
当
該
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
自
動
車
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
自
動
車
税
の
徴
収
方
法
に
関
し
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
二
七
条
関
係
）

４

自
動
車
取
得
税

平
成
一
七
年
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
し
た
自
動
車
の
取
得
に
係
る
税
率
は
、
平
成
一
七

年
一
〇
月
一
日
か
ら
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
る
一
定
の
バ
ス
、
ト
ラ
ッ

ク
等
に
あ
っ
て
は
、
現
行
税
率
か
ら
一
〇
〇
分
の
一
を
控
除
し
た
率
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附

則
第
二
二
条
関
係
）

５

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
は
公
布

の
日
か
ら
、
４
は
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
、
３
は
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
市
町
村
の
廃
置
分
合
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
九
号
）

仙
北
市
及
び
横
手
市
の
設
置
に
伴
い
、
秋
田
県
地
域
振
興
局
設
置
条
例
（
平
成
一
四
年
秋
田
県
条

例
第
六
八
号
）
ほ
か
九
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
〇
号
）

１

秋
田
県
立
大
学
及
び
秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部
の
授
業
料
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ

と
と
し
た
。

◇
◇ 

◇
◇ 

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

改
　
正
　
前

改
　
正
　
後

秋

田

県

立

大

学

の

学

部

及

び

大

学

院

秋

田

県

立

大

学

短

期

大

学

部

学

生

研

究

生

科
目
等
履
修
生

聴

講

生

学

生

研

究

生

科
目
等
履
修
生

聴

講

生

年
額

五
二
〇
、
八
〇
〇
円

月
額二

八
、
九
〇
〇
円

一
単
位

一
四
、
四
〇
〇
円

一
単
位七

、
二
〇
〇
円

年
額

三
七
九
、
二
〇
〇
円

月
額二

一
、
〇
〇
〇
円

一
単
位

一
〇
、
五
〇
〇
円

一
単
位五

、
二
〇
〇
円

年
額

五
三
五
、
八
〇
〇
円

月
額二

九
、
七
〇
〇
円

一
単
位

一
四
、
八
〇
〇
円

一
単
位七

、
四
〇
〇
円

年
額

三
九
〇
、
〇
〇
〇
円

月
額二

一
、
六
〇
〇
円

一
単
位

一
〇
、
八
〇
〇
円

一
単
位五

、
四
〇
〇
円
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２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
一
号
）

男
鹿
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
実
施
に
伴
い
、
秋
田
県
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
の
位
置
に
つ
い
て
所

要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
社
会
福
祉
会
館
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
二
号
）

１

秋
田
県
社
会
福
祉
会
館
（
以
下
「
会
館
」
と
い
う
。
）
の
設
置
の
目
的
及
び
位
置
に
つ
い
て
定

め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

会
館
が
行
う
業
務
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

３

会
館
の
会
議
室
等
を
使
用
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

と
と
も
に
、
当
該
許
可
の
取
消
し
等
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条

及
び
第
四
条
関
係
）

４

会
館
の
使
用
料
の
徴
収
、
減
免
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
〜
第

七
条
及
び
別
表
関
係
）

５

会
館
の
管
理
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
管
理

者
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ

る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
〜
第
一
〇
条
関
係
）

６

会
館
の
指
定
管
理
者
は
、
会
館
を
使
用
す
る
者
か
ら
利
用
料
金
を
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す

る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し

た
。
（
第
一
一
条
〜
第
一
四
条
関
係
）

７

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

次
の
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

（１）

秋
田
県
社
会
福
祉
施
設
条
例
（
昭
和
四
五
年
秋
田
県
条
例
第
一
〇
号
）

（２）

秋
田
県
社
会
福
祉
会
館
使
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
六
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
二
号
）

（３）

秋
田
県
福
祉
保
健
研
修
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
五
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）

◇
秋
田
県
北
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
三
号
）

１

秋
田
県
北
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
（
以
下
「
北
部
エ
リ
ア
」
と
い
う
。
）
の
設
置
の
目
的
及

び
位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

北
部
エ
リ
ア
の
会
議
室
等
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
の
取
消
し
等
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

３

北
部
エ
リ
ア
の
使
用
料
の
徴
収
、
減
免
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四

条
〜
第
六
条
及
び
別
表
関
係
）

４

北
部
エ
リ
ア
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条
〜

第
九
条
関
係
）

５

北
部
エ
リ
ア
の
指
定
管
理
者
は
、
北
部
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
者
か
ら
利
用
料
金
を
自
己
の
収
入

と
し
て
収
受
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
〇
条
〜
第
一
三
条
関
係
）

６

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
中
央
地
区
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
四
号
）

１

秋
田
県
中
央
地
区
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
（
以
下
「
中
央
エ
リ
ア
」
と
い
う
。
）
の
設
置
の
目

的
及
び
位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

中
央
エ
リ
ア
の
会
議
室
等
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
の
取
消
し
等
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

３

中
央
エ
リ
ア
の
使
用
料
の
徴
収
、
減
免
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四

条
〜
第
六
条
及
び
別
表
関
係
）

４

中
央
エ
リ
ア
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条
〜

第
九
条
関
係
）

５

中
央
エ
リ
ア
の
指
定
管
理
者
は
、
中
央
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
者
か
ら
利
用
料
金
を
自
己
の
収
入

と
し
て
収
受
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
〇
条
〜
第
一
三
条
関
係
）

６

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

秋
田
県
中
央
地
区
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
等
使
用
料
徴
収
条
例
（
平
成
九
年
秋
田
県
条
例
第

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 
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一
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
南
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
五
号
）

１

秋
田
県
南
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
（
以
下
「
南
部
エ
リ
ア
」
と
い
う
。
）
の
設
置
の
目
的
及

び
位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

南
部
エ
リ
ア
の
会
議
室
等
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
の
取
消
し
等
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

３

南
部
エ
リ
ア
の
使
用
料
の
徴
収
、
減
免
及
び
不
還
付
並
び
に
老
人
専
用
マ
ン
シ
ョ
ン
の
入
居
一

時
金
の
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
〜
第
七
条
及
び
別
表
第
一
〜
別
表
第

三
関
係
）

４

南
部
エ
リ
ア
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
〜

第
一
〇
条
関
係
）

５

南
部
エ
リ
ア
の
指
定
管
理
者
は
、
南
部
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
者
か
ら
利
用
料
金
（
老
人
専
用
マ

ン
シ
ョ
ン
の
入
居
一
時
金
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
こ
と

と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

一
一
条
〜
第
一
四
条
関
係
）

６

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

秋
田
県
南
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
使
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
六
三
年
秋
田
県
条
例
第
一
〇

号
）
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

（四）

（三）
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
点
字
図
書
館
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
六
号
）

１

秋
田
県
点
字
図
書
館
の
設
置
の
目
的
及
び
位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関

係
）

２

秋
田
県
点
字
図
書
館
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と

も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

二
条
〜
第
四
条
関
係
）

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
障
害
者
自
立
訓
練
セ
ン
タ
ー
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
七
号
）

１
　
秋
田
県
障
害
者
自
立
訓
練
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
設
置
の
目
的
及
び

位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

セ
ン
タ
ー
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
の
取
消
し
等
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二

条
及
び
第
四
条
関
係
）

３

セ
ン
タ
ー
の
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
及
び
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
室
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
者
の
資
格
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

４

セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
の
徴
収
、
減
免
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条

〜
第
七
条
関
係
）

５

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

秋
田
県
障
害
者
自
立
訓
練
セ
ン
タ
ー
使
用
料
徴
収
条
例
（
平
成
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
九

号
）
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

（二）
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
知
的
障
害
福
祉
施
設
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
八
号
）

１

知
的
障
害
福
祉
施
設
（
秋
田
県
高
清
水
園
、
秋
田
県
阿
桜
園
、
秋
田
県
心
身
障
害
者
コ
ロ
ニ
ー

及
び
秋
田
県
水
林
通
勤
寮
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
の
目
的
並
び
に
名
称
、
位
置
及
び
業

務
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
及
び
第
二
条
関
係
）

２

秋
田
県
心
身
障
害
者
コ
ロ
ニ
ー
の
宿
泊
室
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
の
取
消
し
等
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

３

知
的
障
害
福
祉
施
設
の
使
用
料
等
の
徴
収
、
減
免
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し

た
。
（
第
五
条
〜
第
七
条
及
び
別
表
関
係
）

４

知
的
障
害
福
祉
施
設
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と

も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

八
条
〜
第
一
〇
条
関
係
）

５

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

次
の
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

（１）

秋
田
県
心
身
障
害
者
コ
ロ
ニ
ー
使
用
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
三

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
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◇
◇ 

◇
◇ 
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号
）

（２）

秋
田
県
高
清
水
園
使
用
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
五
年
秋
田
県
条
例
第
一
一
号
）

（３）

秋
田
県
阿
桜
園
使
用
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
五
年
秋
田
県
条
例
第
一
二
号
）

（４）

秋
田
県
水
林
通
勤
寮
使
用
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
五
年
秋
田
県
条
例
第
一
三
号
）

（三）

（二）
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
太
平
療
育
園
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
九
号
）

１

秋
田
県
太
平
療
育
園
の
設
置
の
目
的
及
び
位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関

係
）

２

秋
田
県
太
平
療
育
園
の
使
用
料
等
の
徴
収
、
減
免
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し

た
。
（
第
二
条
〜
第
四
条
及
び
別
表
関
係
）

３

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

秋
田
県
太
平
療
育
園
使
用
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
三
四
年
秋
田
県
条
例
第
九
号
）
は
、
廃
止

す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

（二）
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
小
児
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
〇
号
）

１

秋
田
県
小
児
療
育
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
及
び
位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

一
条
関
係
）

２

秋
田
県
小
児
療
育
セ
ン
タ
ー
の
宿
泊
室
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
の
取
消
し
等
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
定

め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

３

秋
田
県
小
児
療
育
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
等
の
徴
収
、
減
免
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

と
し
た
。
（
第
四
条
〜
第
六
条
及
び
別
表
関
係
）

４

秋
田
県
小
児
療
育
セ
ン
タ
ー
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。
（
第
七
条
〜
第
九
条
関
係
）

５

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

秋
田
県
小
児
療
育
セ
ン
タ
ー
使
用
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
五
八
年
秋
田
県
条
例
第
四
号
）

は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
身
体
障
害
者
更
生
訓
練
セ
ン
タ
ー
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
一
号
）

１

秋
田
県
身
体
障
害
者
更
生
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
及
び
位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

秋
田
県
身
体
障
害
者
更
生
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
の
徴
収
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
と
し
た
。
（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

３

秋
田
県
身
体
障
害
者
更
生
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
〜
第
六
条
関
係
）

４

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

秋
田
県
身
体
障
害
者
更
生
訓
練
セ
ン
タ
ー
使
用
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
五
年
秋
田
県
条
例
第

一
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

（二）
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
児
童
会
館
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
二
号
）

１

秋
田
県
児
童
会
館
の
設
置
の
目
的
及
び
位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関

係
）

２

秋
田
県
児
童
会
館
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
の
取
消
し
等
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

３

秋
田
県
児
童
会
館
の
使
用
料
の
徴
収
、
減
免
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
四
条
〜
第
六
条
及
び
別
表
関
係
）

４

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

秋
田
県
児
童
会
館
使
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
三
六
年
秋
田
県
条
例
第
二
九
号
）
は
、
廃
止
す

る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
陽
光
園
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
三
号
）

１

秋
田
県
陽
光
園
の
設
置
の
目
的
及
び
位
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

秋
田
県
陽
光
園
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も

に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二

条
〜
第
四
条
関
係
）

◇
◇ 

◇
◇ 
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３

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
健
康
増
進
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
秋
田
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
四
号
）

１

秋
田
県
健
康
増
進
交
流
セ
ン
タ
ー
及
び
秋
田
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者

に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及

び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

１
の
各
施
設
の
指
定
管
理
者
は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
者
か
ら
利
用
料
金
を
自
己
の
収
入
と

し
て
収
受
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る

こ
と
と
し
た
。

３

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
五

号
）

１

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
五
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

福
祉
パ
ッ
ケ
ー
ジ
及
び
子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
係
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
に
官
公
署
に
対
す
る
書

類
の
閲
覧
等
の
請
求
に
関
す
る
事
務
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
三
関

係
）

２

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
の
施
設
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
た
め
の
生
活
環
境
文
化
部
関
係
条
例
の
整
備
等
に

関
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
六
号
）

１

生
活
環
境
文
化
部
の
所
管
に
属
す
る
次
の
公
の
施
設
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
民
会
館

（二）

秋
田
県
総
合
生
活
文
化
会
館
（
生
活
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）

（三）

秋
田
県
ゆ
と
り
生
活
創
造
セ
ン
タ
ー

（四）

秋
田
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

（五）

秋
田
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

（六）

秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設

（七）

秋
田
県
奥
森
吉
青
少
年
野
外
活
動
基
地

２

仙
北
市
の
設
置
に
伴
い
、
秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設
の
う
ち
秋
田
県
営
玉
川
温
泉
ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー
及
び
秋
田
県
営
玉
川
園
地
駐
車
場
の
位
置
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
は
、
平
成

一
七
年
九
月
二
〇
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
の
施
設
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
た
め
の
農
林
水
産
部
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す

る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
七
号
）

１

農
林
水
産
部
の
所
管
に
属
す
る
次
の
公
の
施
設
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
花
き
種
苗
セ
ン
タ
ー
（
観
賞
温
室
及
び
花
の
広
場
に
限
る
。
）

（二）

秋
田
県
岩
館
漁
港
海
岸
休
憩
施
設

２

秋
田
県
岩
館
漁
港
海
岸
休
憩
施
設
の
指
定
管
理
者
は
、
当
該
施
設
を
利
用
す
る
者
か
ら
利
用
料

金
を
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関
す
る
手
続

等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
の
施
設
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
た
め
の
産
業
経
済
労
働
部
関
係
条
例
の
整
備
等
に

関
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
八
号
）

１

産
業
経
済
労
働
部
の
所
管
に
属
す
る
次
の
公
の
施
設
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
営
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
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（二）

秋
田
県
ふ
る
さ
と
村
（
秋
田
県
立
近
代
美
術
館
を
除
く
。
）

（三）

秋
田
県
金
属
鉱
業
研
修
技
術
セ
ン
タ
ー
（
本
館
を
除
く
。
）

（四）

秋
田
県
勤
労
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

２

１
（一）
か
ら
（三）
ま
で
の
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
者
か
ら
利
用
料
金

を
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関
す
る
手
続
等

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

仙
北
市
の
設
置
に
伴
い
、
秋
田
県
営
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
う
ち
秋
田
県
営
田
沢
湖

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
の
位
置
及
び
管
理
受
託
者
の
名
称
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

４

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
３
は
、
平

成
一
七
年
九
月
二
〇
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
の
施
設
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
た
め
の
建
設
交
通
部
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す

る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
七
九
号
）

１

建
設
交
通
部
の
所
管
に
属
す
る
次
の
公
の
施
設
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
立
都
市
公
園

（二）

マ
リ
ー
ナ
施
設

（三）

秋
田
県
大
館
能
代
空
港
周
辺
ふ
れ
あ
い
緑
地

（四）

秋
田
県
営
住
宅
（
一
部
を
除
く
。
）

２

秋
田
県
大
館
能
代
空
港
周
辺
ふ
れ
あ
い
緑
地
の
指
定
管
理
者
は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
者
か

ら
利
用
料
金
を
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関

す
る
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
五
〇
年
秋
田
県
条
例
第
七
号
）
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
規

定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
立
小
泉
潟
公
園
の
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
及
び
秋
田
県
立
中
央
公
園
の
県
営
球
技
場

の
手
動
式
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

秋
田
県
立
中
央
公
園
の
県
営
補
助
陸
上
競
技
場
を
貸
切
使
用
に
よ
ら
ず
使
用
す
る
者
か
ら
使

用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

４

民
間
事
業
者
の
能
力
を
活
用
し
た
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
七
年
法
律
第
三
四
号
）
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和

二
九
年
法
律
第
一
一
九
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
秋
田
県
営
住
宅
条
例
（
平
成
一
四
年
秋
田
県

条
例
第
三
二
号
）
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

５

そ
の
他

（一）

３
（一）
は
公
布
の
日
か
ら
、
３
（二）
は
平
成
一
七
年
八
月
一
日
か
ら
、
４
は
民
間
事
業
者
の
能
力

を
活
用
し
た
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
、
１
及
び
２
は
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
八

〇
号
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
七
年
法
律
第
二
一
号
）
に
よ
る
租
税
特
別
措
置

法
（
昭
和
三
二
年
法
律
第
二
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す

る
条
例
（
平
成
一
六
年
秋
田
県
条
例
第
七
一
号
）
ほ
か
二
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

◇
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
及
び
秋
田
県
建
築
基
準
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
八
一
号
）

１

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

（一）

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
を
経
由
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め

ら
れ
、
市
町
村
に
移
譲
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
、
法
律
等
の
適
用
を
受
け
な
い
既
存
の
一
の
建

築
物
に
つ
い
て
行
う
二
以
上
の
工
事
の
全
体
計
画
の
認
定
の
申
請
の
受
理
等
の
事
務
を
加
え
る

こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
八
五
関
係
）

（二）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

秋
田
県
建
築
基
準
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
〇
八
号
）
の
一

部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

（一）

法
律
等
の
適
用
を
受
け
な
い
既
存
の
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
行
う
二
以
上
の
工
事
の
全
体
計

画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
か
ら
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
関
係
）

◇
◇ 
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（二）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
の
施
設
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
た
め
の
教
育
委
員
会
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す

る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
八
二
号
）

１

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
次
の
公
の
施
設
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

（二）

秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー

（三）

秋
田
県
立
美
術
館

（四）

秋
田
県
立
体
育
館

（五）

秋
田
県
田
沢
湖
ス
キ
ー
場

（六）

秋
田
県
立
ス
ケ
ー
ト
場

（七）

秋
田
県
立
野
球
場

（八）

秋
田
県
立
運
動
広
場

（九）

秋
田
県
立
総
合
プ
ー
ル

（十）

秋
田
県
立
総
合
射
撃
場

□

秋
田
県
立
田
沢
湖
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

２

秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
者
か
ら
利
用
料
金

を
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関
す
る
手
続
等

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

仙
北
市
の
設
置
に
伴
い
、
秋
田
県
田
沢
湖
ス
キ
ー
場
及
び
秋
田
県
立
田
沢
湖
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
の
位
置
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
３
は
、
平

成
一
七
年
九
月
二
〇
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
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◇
◇ 

特
例
容
積
率
適
用
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率

に
関
す
る
特
例
の
指
定
の
取
消
し
の
申
請

特
例
容
積
率
適
用
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
に

関
す
る
特
例
の
許
可
の
申
請

景
観
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
、
建
築
物
の

壁
面
の
位
置
又
は
建
築
物
の
敷
地
面
積
に
関
す
る
特

例
の
許
可
の
申
請

景
観
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
に

関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
の
申
請

既
存
の
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
行
う
二
以
上
の
工
事

の
全
体
計
画
の
認
定
又
は
当
該
全
体
計
画
の
変
更
の

認
定
の
申
請

（１）

床
面
積
の
合
計
が
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の

（２）

床
面
積
の
合
計
が
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
、
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

（３）

床
面
積
の
合
計
が
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
、
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

（４）

床
面
積
の
合
計
が
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

（５）

床
面
積
の
合
計
が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
、
一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の
（６）

床
面
積
の
合
計
が
一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
、
二
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の

（７）

床
面
積
の
合
計
が
二
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
、
一
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の

（８）

床
面
積
の
合
計
が
一
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

一
件
に
つ
き
　
　
　
六
、
四
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
一
六
〇
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
一
六
〇
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
　
二
七
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
　
　
五
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
　
　
九
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
　
一
四
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
　
一
九
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
　
三
四
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
　
四
八
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
一
四
〇
、
〇
〇
〇
円

ト
ル
を
超
え
、
五
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の

（９）

床
面
積
の
合
計
が
五
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の

一
件
に
つ
き
　
二
四
〇
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
四
六
〇
、
〇
〇
〇
円

（ ）十一
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◇
秋
田
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
八
三
号
）

１

仙
北
市
の
設
置
に
伴
い
、
秋
田
県
角
館
警
察
署
の
名
称
を
秋
田
県
仙
北
警
察
署
に
改
め
る
と
と

も
に
、
当
該
警
察
署
及
び
秋
田
県
大
仙
警
察
署
の
管
轄
区
域
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

２

横
手
市
の
設
置
に
伴
い
、
秋
田
県
横
手
警
察
署
の
管
轄
区
域
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

３

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
七
年
九
月
二
〇
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
は
、

同
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
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